
申請書（様式第１号、様式第２号）の記入方法 

 

Ⅰ 授業料減免等申請書（様式第１号） 

（1）「現住所」欄は、住民登録の有無にかかわらず、学生が通学のため実際に居住している住所を記入してください。 

（2）申請内容は、次の５種類のうち一つを選択し、「区分」及び「申請内容等」欄の該当番号に○印を付してください。 

１ 

授業料減免

を申請する。 

１ 授業料減免が不承認となった場合には、納付額について納付期限の変更を申請する。  

２ 授業料減免が不承認となった場合には、納付額について分割納付を申請する。 

３ 授業料減免が不承認となった場合でも、納付額について納付期限の変更、分割納付は申請しない。 

２ 納付期限の変更のみ申請する。（授業料減免は申請しない。） 

３ 分割納付のみ申請する。（授業料減免は申請しない。） 

 （注） 変更後の納付期限、分割回数、分割後の納付期限等については、申請要領を参照してください。 

 

Ⅱ 家庭状況調査書（様式第２号） 

（1）申請日現在の状況を記入してください。 

（2）金額について、千円単位で記載するものにあっては千円未満を切り捨ててください。 

（3）欄が不足する場合には、欄を適宜分けて記入してください。 

１  「家族及び収入等」欄  

（1）申請者と生計を一にする家族全員について、次のとおり分けて記入してください。 

就 学 者 

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学（大学院、専攻科、別科を含む。放送大学に

ついては、全科履修生、特修生に限る。）、盲学校、ろう学校、養護学校、専修学校（高等課

程、専門課程に限る。）に在学する者 

就学者を除く家族 

就学者以外の者  

※ 未就学児を含む 

※ 専修学校一般課程及び各種学校（予備校、職業訓練校等）に在学する者は、 

「就学者を除く家族」欄に記入してください。 

（2）別居の兄弟姉妹、祖父母等は、仕送り等により生計を維持（扶養）している場合に限り記入するものとし、独立して

別生計である場合には記入しないでください。 

   [例1] 就職し、独立して生計を維持している兄。親の扶養に入っていない。･･･記入しない 

   [例2] 進学のため実家を離れ暮らしている姉。親の扶養に入っている。･･･記入する 

   [例3] 一緒に住んでいる祖母。･･･記入する 

（3）学生が独立生計者である場合には、本人又は配偶者を父母の欄に記入し、続柄欄を内容に応じて訂正してください。 

独立生計者 

（右のすべてに該当する者） 

 所得税、健康保険等あらゆる制度上、父母等の被扶養者となっていないこと。 

 父母等と別居していること。（学生が父母等を扶養している場合を除く。） 

 本人又は配偶者の収入により生計を維持していること。 

 



（4）「就学者を除く家族」欄 

現 在 の 職 業 
 具体的に記入してください。 

 無職の場合は「無職」と記入し、空欄にはしないでください。 

在 職 期 間  現在の職業に就いてからの年数を記入してください。（1年未満は「0」としてください。） 

 

 

 

 

給 与 収 入 ・ 

年 金 収 入 等 

（ 年 額 ） 

 

 

 

 給与所得者（会社等から給料をもらっている方）分のみ記入してください。 

（自営業や農業等で、給与がない方は空欄となります。） 

 「収入金額」欄には、申請の前の年の1月から12月までの税込収入額を記入してください。 

令和３年後期分に申請する場合には、令和２年１月から12月までの収入額を記入 

 給与収入・年金収入等には、給料、賞与、役員報酬、専従者給与のほか、年金（恩給、老齢

年金、遺族年金等を含む。）、傷病手当金、生活保護法による扶助料、失業給付金、児童扶養

手当等を含みます。 

 この欄には、源泉徴収票の「支払金額」、所得証明書等の給与所得欄における（   円）内の

金額（給与収入）、年金の場合には「公的年金等の源泉徴収票」又は年金交付通知書等の

「支払金額」など、税金等控除前の総支給額を記入します。 

 複数の給与収入・年金収入等がある場合には、この欄には合計額を記入してください。 

 前年の中途又は当年に新たに給与所得者として就職、転職した場合には、前年の年収額にかか

わらず、申請前3か月の平均月収の15か月分（賞与なしなら12か月分）を給与収入金額と

してください。この時、前職での年収額の記入は不要です。 

給 与 外 所 得 

 給与所得以外の所得がある場合には、この欄には合計額を記入してください。給与所得だけの場

合には、記入は不要です。（自営業や農業等で所得がある方はこの欄に記入します。） 

 前年の中途又は当年に新たに転職（開業、転業等を含む。）した場合には、前年の年収額に

かかわらず、申請時現在の月平均所得の 12 か月分を所得金額としてください。この時、前職での

年収額の記入は不要です。 

（5）「就学者」欄 

 

在学学校名 
 申請日現在の在学校を記入するものとし、小、中学校以外については国公・私立の別も記入してくだ

さい。 

住 居 区 分 
 「自宅」とは、家族住所からの通学をいい、「自宅外」とは、家族から離れアパート等から通学している

場合をいいます。 

前 年 度 の 

授業料減免 

状 況 

 就学者が、令和２年度に令和３年度と同じ国・公立学校に在学し、授業料減免を受けていた場合

に「令和２年度の状況」を記入するものとし、一部減免の場合には納付した授業料の額（減免後の

額）を併せて記入してください。 

 申請時において前年度とは別の学校に在学している場合には記入する必要はありません。 

 該当しない場合には必ず「無」に○印を付してください。 



 （6）「本人の収入状況等」欄 

 ２  「臨時所得」欄 

申請前６か月以内のものとし、収入金額から必要経費を控除した金額を記入してください。 

３  「特別支出額控除」 

次のいずれかに該当する場合には、内容を記入してその事実を確認できる書類を添付することにより、家計所得算定上

の特別控除を受けることができます。 

（1）「長期療養者等」 

生計を一にする家族の中に障害のある者がいる場合、又は障害や長期療養によりその医療費等について特別な支出が

ある場合に記入してください。 

障 害 の 

範 囲 

 身体障害者福祉法による障害者手帳又は戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受けてい

る者、又は申請中の者。手帳の交付を受けていない場合でも、身体障害者福祉法別表の身体上の障害を

持つことが明らかな者。 

 公害疾病の認定を受けた者で、かつ、当該公害による身体上の障害のある者 

 原子爆弾により被爆した者で身体の機能に障害のある者 

 精神上の障害により事理を弁理する能力を欠く状況にある者として医師等の証明が受けられる者 

 知的障害について児童相談所、知的障害者更生相談所、精神衛生福祉センター、精神衛生鑑定医等

の判定を受けている者 

 常に就床を要し複雑な介護（介護されなければ自分で排泄ができない程度）を要する状態が 6か月以

上継続している事実が明らかな者 

長期療養 

 長期療養者とは、申請日現在で 6 か月以上にわたる期間療養中の者又は療養を必要と認められる者を

いいます。 

 申請日現在で療養を終わった者は対象となりません。 

 診断書など、事実を確認できる書類の添付が必要です。 

 控除金額は、申請日までの支出金額を基礎として、今後の療養見込期間を考慮のうえ年間支出金額を

算定します。 

 対象となる費目は、医療機関等へ支払う診療費・入院費・医薬品費、看護人へ支払う費用、介護保険

法による介護サービス自己負担金等です。 

 健康保険の高額療養費給付制度等により補填される金額は特別控除から除かれますので、受給金額を

確認できる書類を提出してください。 

更 生 

医 療 費 
 障害者の更生医療費については、長期療養者と同様に控除の対象とすることができます。 

本 人 受 給 

奨 学 金 

 学生本人が現在受給している奨学金の内容及び令和３年度の受給見込額を奨学団体別に記入し

てください。 

 「日本学生支援機構奨学金の申込状況」欄は、現在奨学金を受給していない場合で、日本学生支

援機構の直近の募集に申込みをしている時のみ、申込した奨学金に○印を付してください。 

（春の定期採用は「直近の」募集にはあたりません。今秋に貸与奨学金の在学採用の募集があるかは

未定です。） 

そ の 他 

の 収 入 

 申請日時点で学生本人が職業（３か月未満の短期的なアルバイトを除く。）に従事し、今後も継

続して収入がある場合に、前年1月から12月までの税込収入額を記入してください。就業期間が1

年未満である場合は、申請前3か月の平均月収の12か月分を収入金額としてください。 



（2）「家計支持者別居」 

主たる家計支持者が単身赴任等（季節労働を除く。）により別居していて、これに伴う特別な支出の増加がある場合 

該 当 事 例 
 主たる家計支持者である父親の単身赴任等が該当します。学生本人及びきょうだいが通学のため

家族と別居している場合は該当しません。 

対 象 経 費 
 住居費（家賃）、光熱水費、家具・家事用品の購入費の実費が対象となります。 

 食費、電話料など別居の有無にかかわらず支出を要する経費は対象となりません。 

添 付 書 類  支出した費用を確認できる書類（領収書の写等）の添付が必要です。 

（3）「被災等」 

本人又は学資負担者が、申請前6か月以内に被災（天災、火災、盗難等）した場合 

対象経費 

 単に被害額や復旧費をそのまま控除するものではありません。 

 日常生活を営むために必要な資材に被害を受けた場合には、最低限度の衣料、家具購入費、修理費等

とします。 

 生活費を得るための基本的な生産手段（田、畑、店舗等）に被害を受けた場合には、長期（2 年以

上）にわたって収入減を予想される年間金額とします。算定の根拠となる資料を添付してください。 

 所得税の雑損控除を受ける場合には、確定申告書に記載された金額を控除することができます。 

 保険や損害賠償により補填される金額がある場合には、これを確認できる書類を添付してください。 

 

（参考） 

収 入金額 各種税金等を控除される前の総支給金額。 

所 得金額 収入金額から必要経費等を控除した金額。 

必 要経費 
所得を得るために必要とした支出。事業所得の場合は売上原価、従業員給与等を合算した金額をいい、

給与所得の場合には収入金額に応じて一定の計算式により算出する。 

課税・所得

証明書 

市区町村役場で発行する「1月から12月まで」の収入金額及び所得金額を確認できる証明書。 

前年の所得に関する証明書は毎年６月以降に発行されるため、前期授業料減免申請の際は前々年の

所得に関する証明書を添付すること。この場合、前年の所得金額については確定申告書又は源泉徴収票

により確認する。 

確 定申告 

所得税については、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年1年間の所得について税務署又は

市区町村役場に申告しなければならない。ただし、一般のサラリーマンなどの給与所得者で、他の種類の所

得がない場合（年収 2000 万円を超える場合を除く。）には確定申告に代えて年末調整を行うため、申

告の義務はない。 

源泉徴収票 
給与所得者の 1年間の収入金額や所得税額等について、毎年1月に給与支払者が作成し給与所得者

本人へ交付する書類。 

 



様式第１号【記入例】 

様式第１号（第 10 条関係） 

 

令和３年９月 21 日  

 

 公立大学法人岩手県立大学理事長 様 

 

現住所 滝沢市巣子 152-52 県大ハイツＡ-201        

 

申請者 ｿﾌﾄｳｪｱ情報 学部(研究科) ｿﾌﾄｳｪｱ情報学科(課程)第１学年  

 

学籍番号 1234567890 氏名 県大 太郎          

 

 

授業料減免等申請書 

 令和３年度後期授業料の（減免、納付期限の変更、分割納付）を申請します。 

区分 

（いずれかを○で囲んで

ください。） 

申請内容等 

１ 減免 減免不承認となった場合 

（いずれかを○で囲んでください。） 

１ 納付期限の変更を申請する。 

  （納付期限 令和４年２月 14 日） 

２ 分割納付を申請する。（分割回数３回） 

３ １、２いずれも申請しない。 

２ 納付期限の変更 納付期限   年  月  日 

３ 分割納付 分割回数３回 

（Ａ４） 

授業料の減免を希望せず、「納付期限の変更のみ」または「分割納付のみ」を 

希望する方はこちら（どちらか一方）に○をつけてください。 

納付期限の変更を希望する場合は、減免申請者同様、希望する納期を記入して

ください。 

 

 

 

後期申請締切は 9/21。

以降の日付の書類は受

け付けられません。 

 

納付期限の変更を希
望する場合は、
12/13、1/12、2/14

から選択 

住民登録（住民票）住所

に関わらず、「現住所」

を記入すること。 

 



 

様式第２号（第 10 条関係） 

家 庭 状 況 調 査 書 
 

 学籍番号 1234567890 氏  名 県大 太郎 

家
族
及
び
収
入
等 

就

学

者

を

除

く

家

族 

続柄 氏    名 年齢 現在の職業 
在職 

期間 

勤務先・ 

役職名 

給与収入・年金収入等 

（年額） 
給与外所得 

父 県大 一郎 45 会社員 28 年 
(株)ケンダイ 

営業部長 5,000 千円 千円 

母 県大 花子 43 パート 1 年 スーパー巣子 

 

 

1,000 千円 千円 

兄 県大 健太 22 会社員 0 年 盛短銀行 3,000 千円 千円 

妹 県大 さくら ３ 無職 年  千円 千円 

祖父 県大 正男 70 農業 55 年  1,000 千円 500 千円 

父子・母子家庭となった理由と時期（該当する理由に○、時期を記入） 死亡・離婚・その他（  年  月） 

就

学

者

 
 

 
 

 
 

 

続柄 氏        名 年齢 
学校設置者・ 

在学学校名 
学年 

住居 

区分 

前年度の授業料減免状況 

学期 減免の有無・区分 
授業料納付額 

（減免を受けた者のみ） 

本人 県大 太郎 18 
※国公・私立 

岩 手 県 立 大 学 
1 年 

自宅 前期 有(全・一部)・無 千円 

自宅外 後期 有(全・一部)・無 千円 

弟 県大 太一 16 
※国公・私立 

滝沢北高校 
2 年 

自宅 前期 有(全・一部)・無 50 千円 

自宅外 後期 有(全・一部)・無 50 千円 

   
※国公・私立 

 
年 

自宅 前期 有(全・一部)・無 千円 

自宅外 後期 有(全・一部)・無 千円 

   
※国公・私立 

 
年 

自宅 前期 有(全・一部)・無 千円 

自宅外 後期 有(全・一部)・無 千円 

本
人
の
収
入
状
況
等 

本人受給奨学金 
その他の収入 

（アルバイト等） 

奨学団体名 返還の義務 受給開始年月 受給月額 今年度受給見込額 収入 の内容 収入金額 

日本学生支援機構（第二種） 有・無 令和３年４月 50 千円 600 千円 アルバイト 240 千円 

 有・無 年 月 千円 千円  千円 

 有・無  年 月 千円 千円  千円 

日本学生支援機構奨学金の申込状況（申し込んでいるものに○）  第一種奨学金・第二種奨学金・給付型 

臨時所得 
※退職金・保険金（失業給付金を除く）・資産譲渡所得・山林所得・その他（       ）  

   金額                     千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
別
支
出
額
控
除 

長
期 
療
養
者
等 

続 柄 氏        名 発 病 年 月 日 等 病 名 等 医療費等の額 

祖父 県大 正男 
※疾病 

・障害 
令和元年５月１日 ○○症 ①300,000 円 

  
※疾病 

・障害 
     年     月     日  ②    円 

  
※疾病 

・障害 
     年     月     日  ③    円 

家
計
支
持 
者
別
居 

別居先 

住所 

（〒 999-9999 ）（℡ 111-1111-1111 ） 

宮城県仙台市○○町×番△号  ○○マンション 201 

別居による

特 別 経 費      

住居費 600,000 円 水道料 60,000 円 家    具 円 
計 ④780,000 円 

電気料 60,000 円 ガス代 60,000 円 家事用品 円 

被
災
等 

被 災 種 別 被 災 年 月 日 被 災 状 況 被 災 額 

※風水害・火災・その他

（       ） 
  令和３年７月７日 家屋全焼 ⑤20,000,000 円 

合 
計 ①＋②+③＋④＋⑤21,080,000 円 

 
（Ａ４） 

年金は「収入」、

農業所得は「給
与外所得」 

未就学のきょう

だいも必ず記入 

・同居の兄弟は
就職していても
記入。就職後１年

未満なら収入見
込み証明書が必
要 

・同居していな
ければ記入不要 

・源泉徴収票 

→「支払金額」 

・確定申告書 

→「収入金額等」の「給与」 

・確定申告書 

→「所得金額等」の合計
から「給与」の額を引
いた額 

同居の祖父母（お
じ、おば）記入 

・初診日が確認
できる診断書（原
本）と申請前 1 年

間の領収書をど
ちらも提出でき
る場合のみ記入

できる。 

・家計支持者が
単身赴任で別居

している場合の
費用です。 

・進学のために

別居しているき
ょうだいのもの
は対象となりま

せん。 

・罹災（被災）証
明書と、復旧に係

る費用の見積書
が揃う場合に記
入できます。 

・対象となるの
は、申請前半年以
内のもの被災で
す。 

・直近３カ月分
のバイト代（総支

給額から交通費
を引いたもの）の
平均を 12 倍して

算出。（千円未満
切捨） 

様式第２号の中で「金

額」を「千円」単位で記

入する箇所では「1,000

円未満切捨」としてくだ

さい。 

 

免除された額 

ではなく、 

減免を受けた

後に「支払った

額」を記入 


